
下野市国民健康保険税条例の一部改正について（30.3.31専決） 

議案名 下野市国民健康保険税条例の一部改正について 

１ 概  要 1．平成 30年度下野市国民健康保険税の低所得者に係る保険税軽減について、

地方税法施行令（Ｈ30.3.31公布）の改正に伴い改正する。 

２ 理  由 1．国民健康保険事業に係る市民の税負担の公平性を確保するとともに、 

低所得者の負担を軽減するため。 

３ 改正内容 

第 23条 

第 1項 

第 2号 

第 3号 

１ 軽減基準額の法定額への改正 

軽減区分 
改正前 

Ｈ29 軽減の計算基準 
改正後 

７割軽減 

前年の世帯所得 

≦３３万円（基礎控除額） 

改正なし 

５割軽減 

前年の世帯所得 

≦基礎控除額(33 万円) 

＋27 万円× 保険者数 

 

 

27.5 万円 

２割軽減 

前年の世帯所得 

≦基礎控除額(33 万円) 

＋49 万円× 被保険者数 

 

 

50 万円 

 

２ 税率改正後の影響 

5 割、2 割軽減世帯数が 2,000 件から 2,209 件に増加すると見込まれ、   

軽減対象世帯の拡充が図られる。 

    減収見込額 約 7,766千円 

内訳 

H29.12月末 

現在 
被保険者数 世帯数 軽減額（千円） 

軽減額 

(千円) 

 現行 改正後 現 改正後 現行 改正後 増 減 

７割軽減 2,433  2,433  1,766  1,766  94,273  94,273     0 

５割軽減 1,903  2,195  1,042  1,220  48,857  55,996  7,140  

２割軽減 1,869  1,947  958  989  18,946  19,573  626  

合計 6,205  6,575  3,766  3,975  162,076  169,842  7,766  
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